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市
の
組
織
変
更
と
職
員

の
人
事
異
動

■
組
織
変
更

▼�

防
災
危
機
管
理
課
内
の
業
務
分
担
を

整
理
し
、
防
災
危
機
管
理
係
を
危
機

対
応
係
に
、
震
災
対
策
係
を
地
域
防

災
係
に
再
編

▼�

市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
第
１
次

実
施
計
画
の
策
定
終
了
に
伴
い
、
契

約
管
財
課
内
の
公
共
施
設
計
画
推
進

室
を
廃
止
。
併
せ
て
管
財
係
を
公
共

施
設
管
理
係
に
改
名

▼�

税
外
債
権
の
所
管
課
に
対
す
る
助

言
・
指
導
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、

債
権
管
理
係
を
新
設
。
収
納
第
１
係

と
収
納
第
２
係
は
収
納
係
に
再
編

▼�

新
図
書
館
周
辺
整
備
室
の
名
称
を
都

市
機
能
整
備
室
に
改
名

▼�

公
共
下
水
道
の
整
備
が
お
お
む
ね
完

了
し
た
た
め
、
下
水
道
課
内
の
工
務

係
を
廃
止

▼�

新
花
巻
図
書
館
整
備
基
本
計
画
を
策

定
し
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
生
涯

学
習
部
内
に
新
花
巻
図
書
館
計
画
室

を
新
設

▼�

総
合
花
巻
病
院
の
移
転
が
完
了
し
た

こ
と
お
よ
び
地
域
医
療
体
制
の
充

実
を
一
体
的
・
効
率
的
に
進
め
る
た

め
、
地
域
医
療
対
策
室
を
健
康
づ
く

り
課
の
課
内
室
に
再
編

■
課
長
級
以
上
の
人
事
異
動

※（

　）内
は
旧
所
属
職
名

【
部
長
級
】

▼
総
合
政
策
部
長
・
松
田
英
基（
財
務
部

長
）▼
財
務
部
長
・
布ふ

だ

い臺
一
郎（
市
民
生

活
部
長
）▼
農
林
部
長
・
藤
原
康
司（
農

政
課
長
）▼
商
工
観
光
部
長
・
伊
藤
昌
俊

（
商
工
労
政
課
長
）▼
市
民
生
活
部
長
・

伊
藤
理
恵（
市
民
登
録
課
長
）▼
建
設
部

長
・
鈴
木
之（
東
北
地
方
整
備
局
企
画
部

広
域
計
画
課
長
）▼
大
迫
総
合
支
所
長
・

中
村
陽
一
（
東
和
総
合
支
所
地
域
振
興

課
長
）▼
石
鳥
谷
総
合
支
所
長
・
菅
原
浩

孝（
農
林
部
長
）▼
東
和
総
合
支
所
長
・

阿
部
信
也（
公
園
緑
地
課
長
）

【
次
長
級
】

▼
建
設
部
次
長
兼
都
市
機
能
整
備
室

長
・
佐
々
木
賢
二（
建
設
部
次
長
兼
新
花

巻
図
書
館
周
辺
整
備
室
長
）
▼
会
計
管

理
者
兼
会
計
課
長
・
中
村
健
司（
石
鳥
谷

総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
長
）

【
課
長
級
】

▼
人
事
課
長
・
瀬
川
幾
子（
人
事
課
長
補

佐
）
▼
地
域
づ
く
り
課
長
・
鈴
木
淳
子

（
生
涯
学
園
都
市
会
館
副
館
長
）▼
地
域

づ
く
り
課
地
域
支
援
室
地
域
支
援
監
・

高
橋
誠（
地
域
づ
く
り
課
長
補
佐
）▼
資

産
税
課
長
・
畠
山
敬
志（
人
事
課
長
）▼

収
納
課
長
・
阿
部
善
典
（
石
鳥
谷
総
合

支
所
地
域
振
興
課
長
補
佐
）
▼
農
政
課

長
・
及
川
盛
敬（
資
産
税
課
長
）▼
商
工

労
政
課
長
・
久
保
田
謙
一（
議
会
事
務
局

議
事
課
長
）▼
市
民
登
録
課
長
・
佐
藤
拓

史（
長
寿
福
祉
課
長
）▼
下
水
道
課
長
・

伊
藤
徳
明（
収
納
課
長
）▼
公
園
緑
地
課

長
・
雪
下
清
規（
公
園
緑
地
課
長
補
佐
兼

計
画
係
長
）▼
長
寿
福
祉
課
長
・
今
井
岳

彦（
教
育
委
員
会
こ
ど
も
課
長
）▼
障
が

い
福
祉
課
長
・
菊
池
司（
地
域
づ
く
り
課

長
）
▼
健
康
づ
く
り
課
長
兼
地
域
医
療

対
策
室
長
・
長
山
義
博（
地
域
医
療
対
策

室
長
兼
健
康
づ
く
り
課
長
）
▼
生
涯
学

習
課
長
兼
新
花
巻
図
書
館
計
画
室
長
・

佐
々
木
正
晴（
生
涯
学
習
課
長
）▼
大
迫

総
合
支
所
地
域
振
興
課
長
・
髙
橋
哲
也

（
障
が
い
福
祉
課
長
補
佐
）▼
石
鳥
谷
総

合
支
所
地
域
振
興
課
地
域
支
援
室
地
域

支
援
監
・
小
原
美
知
子（
生
涯
学
習
課
長

補
佐
）
▼
石
鳥
谷
総
合
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
長
・
八
重
樫
祐
加（
石
鳥
谷
総
合

支
所
地
域
振
興
課
地
域
支
援
室
地
域
支

援
監
）
▼
東
和
総
合
支
所
地
域
振
興
課

長
・
菊
池
郁
哉
（
東
和
総
合
支
所
市
民

サ
ー
ビ
ス
課
長
）
▼
東
和
総
合
支
所
地

域
振
興
課
地
域
支
援
室
地
域
支
援
監
・

伊
藤
潤
（
東
和
総
合
支
所
地
域
振
興
課

長
補
佐
）
▼
東
和
総
合
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
長
・
佐
々
木
彰
子（
地
域
づ
く
り

課
地
域
支
援
室
地
域
支
援
監
）
▼
教
育

委
員
会
学
務
管
理
課
長
・
八
重
畑
亘（
金

ケ
崎
町
立
金
ケ
崎
中
学
校
副
校
長
）
▼

同
委
員
会
こ
ど
も
課
長
・
大
川
尚
子（
生

【
問
い
合
わ
せ
】

  

本
館
人
事
課（
41
‐
３
５
０
９
）

活
環
境
課
長
補
佐
兼
環
境
計
画
係
長
）

▼
同
委
員
会
花
巻
市
博
物
館
副
館
長
・

佐
藤
恒
（
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
長

補
佐
）▼
議
会
事
務
局
議
事
課
長
・
阿
部

晋（
大
迫
総
合
支
所
地
域
振
興
課
長
）▼

農
業
委
員
会
事
務
局
長
・
柏
葉
正
和（
農

村
林
務
課
長
補
佐
兼
林
務
係
長
）
▼
監

査
委
員
事
務
局
長
・
火
石
浩
子（
石
鳥
谷

図
書
館
長
）

【
消
防
監
】

▼
消
防
本
部
消
防
長
・
岡
田
弘
康（
消
防

本
部
次
長
兼
総
務
課
長
）

【
消
防
司
令
長
】

▼
消
防
本
部
次
長
兼
警
防
課
長
・
八
重

樫
晴
彦（
消
防
本
部
警
防
課
長
）▼
消
防

本
部
総
務
課
長
・
戸
来
達
也（
消
防
本
部

総
務
課
長
補
佐
）

八重樫副市長が就任

昭和57年３月、酪農学園大学卒。
58年６月旧石鳥谷町に採用。総合
政策部長、財務部長、石鳥谷総合
支所長を歴任。

八重樫 和彦（61)

14広報はなまき　No.351

　市では、市民の皆さんとの協働のまちづくりを進め

るため、「市長へのはがき」や「市長へのメール」などに

より、市政への提言をお願いしています。市政運営に

関する建設的な提言をお寄せください。

【問い合わせ】 本館地域づくり課（緯41-3514）

　市長へのはがきやメールには、住所、氏名(フルネーム)、電話番号、メールアドレス(市長へのメールの場合)が書かれている

場合に、回答を送付しています。ただし、次のものには回答しません。 ▼公序良俗および良識に反するもの ▼特定の個人や団体

または本市を侮辱・ひぼう中傷するもの ▼営利目的の宣伝、政治・宗教活動やこれに類するもの ▼不当要求に当たるもの ▼隣家と

のトラブルなど、民事に関するもの ▼内容の意味や意図が不明なもの ▼同一の人や同一の家族、団体などから、同一の趣旨内容

で繰り返し投稿されたもの ▼単なる個人の感情の表明であるもの ▼その他、単なる質問や建設的な意見・提言ではないもの　

まちづくりはみんなの意見で

次の方法でも皆さんの意見をお聴きしています

日時 場所

４月15日（木）、午前９時30分～11時 大迫総合支所

４月19日（月）、午後１時～３時 市役所本庁本館

４月21日（水）、午前９時30分～11時 石鳥谷総合支所

４月28日（水）、午前９時30分～11時 東和総合支所

【受付時間】 ▼本庁…午後０時45分～１時30

分 ▼各総合支所…午前９時15分～10時

※�当日受付で住所・氏名を記入。１人10分程

度で受け付け順に対話していただきます

市長との対話（４月分）

以前開催された市長との対話では

▲

市内循環

バスの利用

▲

新型コロナウイルス感染症対

策ーなどが話題となっています

❖市長へのはがき

　専用のはがきに意見などを記入し、郵便ポスト

または投書箱に投
とうかん

函してください(切手不要)。

はがきの配布場所

　市役所本庁(本館・新館)、各総合支所、花巻保

健センター、各図書館、各振興センター、まなび

学園、石鳥谷生涯学習会館、花巻市交流会館、な

はんプラザ、ぷらっと花巻（イトーヨーカドー花

巻店２階）、市内の各郵便局

投書箱の設置場所

　市役所本庁(本館)、各総合支所

❖市長へのメール

　市ホームページの専用フォームに意見などを入力

し、メール送信してください。

　「暮らし・行政」ページの「花巻市の市政」から「市長

へのメール」を選択してください。専用フォームが

開きます。

❖市政懇談会

　コミュニティ地区を単位に、市長をはじめ市の職員

が地域に伺い、市民の皆さんと懇談します。

　開催日は広報はなまきなどでお知らせします。

❖まちづくり懇談会

　市内の公共的団体を対象に、まちづくりへの意見や

団体が抱える課題などについて懇談します。
❖市長との対話

　市長が毎月（議会定例会の開催される６月、９月、

12月、３月を除く）各地域の皆さんとまちづくりにつ

いて対話します。開催日については広報はなまきな

どで順次お知らせします。

❖要望・陳情の受付

　市民の皆さんや各種団体から市政への要望や陳情を

受け付けています。


